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府 中 市 都 市 計 画 審 議 会 

 議   事   日   程  

 

令和２年１２月１０日（木）午後３時３０分  

中 央 文 化 セ ン タ ー 第 １ 講 堂 

 

 

日程第１  第１号議案   府中都市計画生産緑地地区の変更  

 

日程第２  第２号議案   多摩部１９都市計画都市計画区域の整

備 、開 発 及 び保 全 の 方針 の 変 更に 伴 う

市の意見  

 

日程第３  第３号議案   府中都市計画都市再開発の方針の変更

に伴う市の意見  

 

日程第４  報告      府中市都市計画に関する基本的な方針

素案について  

  

日程第５  その他   
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午後３時２７分開会  

【計画課長】  それでは定刻より少し前ですが、皆さんお揃いで

すので、ただ今から府中市都市計画審議会を開会していただきた

いと存じます。開会に先立ちまして、都市整備部長の古森よりご

あいさつ申しあげます。  

【都市整備部長】  皆さん、こんにちは。都市整備部長、古森で

す。  

 本日は、コロナ禍で迎える年末の大変お忙しい中、ご出席をい

ただきまして誠にありがとうございます。本日の案件は、審議事

項が３件、報告事項が１件でございます。どうぞよろしくご審議

くださいますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、

あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

【計画課長】  ご審議いただきます前に、事務局から ２点、報告

がございます。  

 １点目といたしまして、学識経験者として都市計画審議会委員

に委嘱されておりました○○前委員に代わりまして、○○ 委員が、

また、市議会の議員として委嘱されておりました○○前委員に代

わり○○委員がそれぞれ令和２年８月１２日付で府中市都市計画

審議会委員に委嘱されましたので、ご報告させていただきます。  

 次に、２点目といたしまして、本日、委員の皆さまの議案書を

差し替えさせていただきましたが、日程第 ４報告の資料に誤りが

ありましたことをお詫びいたします。大変申し訳ございませんで

した。  
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 それでは、○○会長、よろしくお願いいたします。  

【議長】  皆さま、こんにちは。今ごあいさつにあったとおり、

コロナの感染がいまだ収まらず、また本日は年末の大変お忙しい

中でございますが、都市計画審議会にご出席いただきまして大変

ありがとうございます。心からお礼申しあげます。  

 では、これから始めていきたいと存じます。先ほどのごあいさ

つにあったとおり、今回の審議会より新たな委員が選任されまし

た。ご紹介をいたしますので、ごあいさつをお願いいたします。  

 まず、○○委員一言ごあいさつをお願いします。  

【○○委員】  府中市議会議員の○○でございます。私は、都市

計画審議会は今回初めて参加させていただくことになりました。

一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

【議長】  次に○○委員、お願いいたします。  

【○○委員】  農業委員会の○○さんに代わりまして、７月から

会長を務めさせていただいております○○と申します。農業的な

学識経験は浅いんですけれども工学的な経験が ４０年ほどあるの

で、両方の立場から微力ながら何かお役に立てればと思います。

よろしくお願いします。  

【議長】  ありがとうございます。  

 では、会議に入りたいと存じます。本日の出欠の状況でござい

ますが、○○委員と○○委員の２名から欠席の連絡をいただいて

おります。本日の会議の開催の可否でございますが、定足数に達

しておりますので、本日の会議は有効に成立しております。  

 次に、会議の会議録署名人についてでございますが、府中市都
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市計画審議会運営規則第３条第２項に「議事録には、議長及び議

長が指名する委員が署名するもの」と規定されておりますので、

この件につきまして私から指名させていただいてよろしいでしょ

うか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  ありがとうございます。それでは議事録の署名につき

ましては、議席番号１２番、○○委員。  

【○○委員】  はい。  

【議長】  お願いします。それから議席番号１３番、○○委員に

お願いします。  

 本日、傍聴者が２名おります。傍聴を許可していただけますで

しょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  異議なしということで、傍聴者が入場します。しばら

くお待ちください。  

（傍聴者入場）  

【議長】  それでは、議事日程に従いまして、日程第１、第１号

議案、「府中都市計画生産緑地地区の変更」を議題といたしたいと

思います。それでは議案の説明をお願いします。  

【公園緑地課長補佐】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【公園緑地課長補佐】  それでは、ただ今議題となりました第１

号議案、「府中都市計画生産緑地地区の変更」につきましてご説明

いたします。  
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 本件は、生産緑地の機能を維持することが困難となった生産緑

地地区の一部を廃止するもの、及び、市街化区域内において適正

に管理されている農地等について生産緑地地区の指定を行うもの

でございます。なお、本件は府中市が決定する都市計画でござい

ます。  

 それでは、第１号議案、資料の１ページをお開きください。第

１の「種類及び面積」でございますが、変更後の生産緑地地区の

面積は、約９４．５７ヘクタールでございます。第２の削除のみ

を行う「位置及び区域」でございますが、削除となりますのが５

件、削除する面積は約６，６００平方メートルでございます。削

除の理由といたしまして、買取り申し出に伴う行為制限の解除に

より、生産緑地の機能を失った生産緑地地区の一部を削除するも

のでございます。  

 続いて２ページをお開きください。続きまして第 ３の追加のみ

を行う「位置及び区域」でございますが、今回追加となりますの

が５件、面積は約２，０１０平方メートルでございます。  

 追加の理由でございますが、２ページ中段に記載のとおり農業

との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区

域内において適正に管理されている農地等を追加するものでござ

います。  

 続いて３ページをお開きください。上段の表は新旧対照表でご

ざいますが、削除及び追加する地区の面積と位置につきまして、

変更前と変更後を一覧表にまとめたものでございます。なお、個々

の地区の詳細は後ほど説明させていただきます。下段の「変更概
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要」でございますが、変更事項の欄、１の「位置の変更」につき

ましては、新旧対照表のとおりでございます。２の「区域の変更」

につきましては、計画図により後ほどご説明いたします。３の「面

積の変更」につきましては、地区数は４４１件で変わらず、府中

市全体の生産緑地地区の面積は約９５．０１ヘクタールから約９

４．５７ヘクタールとなり、約０．４４ヘクタールの減となりま

す。なお、追加指定にあたりましては、農業委員会より令和 ２年

７月１７日付で生産緑地として適正であるとの了承の回答をいた

だいており、削除も合わせた本件の都市計画変更案につきまして

も、令和２年８月２５日付で了承の回答をいただいております。  

 また、都市計画法第１９条第３項の規定に基づき、東京都知事

とも協議を行い、令和２年１１月９日付で意見のない旨の協議結

果通知を受けております。その後、都市計画法第１７条第１項の

規定に基づき、本年１１月１２日から１１月２６日までの２週間、

縦覧を行い、同法１７条第２項の規定に基づき、意見書の提出を

求めたところ、意見書の提出はございませんでした。今後につ き

ましては、本審議会の審議を経た後に都市計画変更の告示を行う

予定でございます。  

 それでは、変更の詳細につきまして、担当よりご説明させ てい

ただきます。  

【公園緑地課緑化推進係長】  はい、議長。  

【議長】  はい。  

【公園緑地課緑化推進係長】  それでは、府中都市計画生産緑地

地区の個々の地区につきましてご説明させていただきます。  
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 第１号議案、資料の４ページをお開きください。はじめに計画

図の表示についてご説明いたします。右下の凡例をご覧ください。

緑の縦じま部分は既に指定されている区域、赤の塗りつぶし部分

は今回削除を行う区域となっております。また、図は上が北とな

っております。それでは図面中央をご覧ください。番号 ２３、地

区名、朝日町地区、都立武蔵野の森公園の北側に位置し、令和元

年１０月３１日に主たる従事者の死亡により買取りの申し出がな

されたもので、地区の全部約７５０平方メートルを削除するもの

です。  

 続きまして、５ページをご覧ください。図面中央、番号 １２６、

地区名、押立町地区、押立町公園の南西側に位置し、令和 ２年３

月２５日に主たる従事者の死亡により買取りの申し出がなされた

もので、地区の一部約９２０平方メートルを削除するものです。  

 続きまして、６ページをご覧ください。図面中央、番号 ２９６、

地区名、矢崎町地区、郷土の森公園、交通遊園の北側に位置し、

令和２年２月２６日に主たる従事者の死亡により買取りの申し出

がなされたもので、地区の一部約１，４００平方メートルを削除

するものです。  

 続きまして、７ページをご覧ください。はじめに右下の凡例を

ご覧ください。緑の塗りつぶし部分は、今回追加を行う区域とな

っております。図面右側、番号３０７、地区名、南町地区、かえ

で通りの西側に位置し、地区の一部約３１０平方メートルを追加

するものです。  

 次に図面左側、番号３０９、地区名、南町地区、南町公園の南
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側に位置し、令和元年１０月２８日に主たる従事者の死亡により

買取りの申し出がなされたもので、地区の一部約２，４２０平方

メートルを削除するものです。  

 続きまして、８ページをご覧ください。図面右側、番号 ６１２、

地区名、美好町地区、美好町公園の南西側、旧甲州街道の北側に

位置し、地区の全部、約４５０平方メートルを追加するものです。  

 次に図面左側、番号４８１、地区名、本宿町地区、西保育所の

南西側に位置し、地区の一部、約４９０平方メートルを追加する

ものです。  

 続きまして、９ページをご覧ください。図面中央、番号 ３８９、

地区名、住吉町地区、小野宮公園の東側に位置し、地区の一部、

約４４０平方メートルを追加するものです。  

 続きまして、１０ページをご覧ください。図面右側、番号４６

５、地区名、日新町地区、日新町公園の北側、くすのき通りの西

側に位置し、令和２年２月２６日に主たる従事者の死亡により買

取りの申し出がなされたもので、地区の一部、約１，１１０平方

メートルを削除するものです。  

 次に図面左側、番号４５３、地区名、日新町地区、都立府中西

高校の南東側に位置し、地区の一部、約 ３２０平方メートルを追

加するものです。  

 以上が府中都市計画生産緑地地区の変更の説明となります。  

 なお、第１号議案の封筒の中にございます図面は、都市計画変

更に必要な図書「府中都市計画生産緑地地区総括図」でございま

して、府中市全域の地図に生産緑地の区域を示したものになりま
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す。  

 以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。  

【議長】  ありがとうございました。生産緑地地区の変更につい

て、追加が５件、そして削除が５件ということで説明をいただき

ました。それでは審議に入りたいと思います。審議につきまして

は、まずご質問やご意見をいただき、最後に採決という順番で進

めたいと思います。よろしくお願いします。  

 それではご質問やご意見がございましたらよろしくお願いしま

す。  

（しばらく待つ）  

【議長】  ご質問やご意見ないようですので、第１号議案につき

まして、採決したいと思います。  

 第１号議案、「府中都市計画生産緑地地区の変更」について、原

案のとおり決することで異議がないということでよろしいでしょ

うか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  ありがとうございます。異議がないので、 本件につき

ましては原案のとおり決することにいたします。  

 続きまして、日程第２、第２号議案「多摩部１９都市計画都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に伴う市の意見」を

議題といたしたいと思います。議案の説明をお願いいたします 。  

【計画課長補佐】  はい、議長。  

それでは、ただ今議題になりました、第２号議案、「多摩部１９

都市計画都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針の変更に伴う
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市の意見」につきまして説明させていただきます。  

 本件につきましては、東京都が決定する都市計画について、都

市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第

１項の規定に基づき、令和２年１１月１３日付で、東京都から都

市計画案について意見照会がございましたので、お諮 りするもの

でございます。  

 現行の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針は、平成２６

年１２月に変更されましたが、その後に策定された「未来の東京」

戦略ビジョン、「都市づくりのグランドデザイン」を踏まえるとと

もに、社会経済情勢の変化や国の動きなどを反映しつつ、都市計

画変更するものでございます。  

 本年７月２０日に開催の本審議会において、当該方針の概要や

スケジュール等をご報告させていただいているところでございま

す。その後の経過につきましては、都市計画法第１６条の規定に

基づく都市計画の原案に関する公聴会の開催にあた り、本年７月

に東京都及び本市において原案を縦覧に供したところ、本市では

３名の縦覧がございましたが、公述の申し出はありませんでした。 

 なお、多摩部の市民の方から公述の申し出はなかったため、府

中市が対象となる会場での東京都主催の公聴会は中止となってお

ります。  

 現在、東京都及び本市において、１２月２日から１２月１６日

までの２週間、都市計画法第１７条第１項の規定に基づき、本都

市計画案を縦覧に供しております。 １２月９日時点での縦覧者は

１名でございます。  
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 今後の予定といたしまして、令和 ３年２月３日開催予定の東京

都都市計画審議会において議を経た後に、東京都において都市計

画決定し、本年度末に告示される予定でございます。  

 それでは、都市計画案につきまして、担当よりご説明させてい

ただきます。  

【都市計画担当主査】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【都市計画担当主査】 それでは、「多摩部１９都市計画、都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に伴う市の意見 」につ

きまして、はじめに概要版を用いまして、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針の構成について、ご説明させていただきます。 

 概要版の１ページをご覧ください。第１の改定の基本的な考え

方では、本都市計画の基本的事項について整理し、都市づくりの

目標と戦略等について定めております。 １の基本的事項では、本

都市計画の位置付けや目標年次、多摩部 １９都市計画として一体

の計画とする考え方を整理しております。  

 本計画の目標年次は、都市づくりのグランドデザインの目標時

期であり、「未来の東京」戦略ビジョンに合わせ、おおむね ２０年

後、２０４０年代としております。  

 ２のコロナ危機を踏まえた未来の東京、都市づくりの目標と戦

略等につきましては、都市づくりの目標ではＡＩやＩｏＴなどの

最先端技術を活用しながら、ゼロエミッション東京を目指し、持

続的に発展していくことを理念としています。  

 また、「ＥＳＧ」や「ＳＤＧｓ」の概念を取り入れて都市づくり
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を進め、成長と成熟が両立した未来の東京を実現していくことと

されています。  

 都市づくりの戦略では、誰もが集い、支え合う場所・コミュニ

ティが至るところに存在するなど、包摂的社会形成に留意したま

ちづくりを推進するとともに、ビッグデータなど先端技術を積極

的に活用し、リアルとバーチャルをハイブリッド化し、都市空間

における体験や活動をより豊かに効果的にしていくこととされて

います。  

 新型コロナ危機を契機とした都市づくりの方向性では、三密を

回避し、新しい日常にも対応するサステナブル・リカバリーな都

市づくりを推進することとしております。  

 次に、資料右下の図をご覧ください。こちらは都市計画区域マ

スタープランの位置付けを示す体系図でございます。オレンジで

着色しております都市計画区域マスタープランは、東京都が策定

した上位計画である「未来の東京」戦略ビジョンや、「都市づくり

のグランドデザイン」を踏まえるとともに、社会経済情勢の変化

や国の動きなどを反映しつつ策定するものでございます。  

 本日、日程第４におきましてご報告いたします本市の都市計画

マスタープランや、地域地区や都市施設などの具体の都市計画は、

この都市計画区域マスタープランに即して定めることとなってお

ります。  

 また、都市計画区域マスタープランを実効性のあるものとする

ため、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的とし

て、東京都は都市再開発の方針などを定め、都市計画区域マスタ
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ープランと整合しつつ、連携を図りながら東京の都市づくりを進

めていくこととしております。具体の都市計画につきましては、

都市再開発の方針などにも即することとなっております。  

 次に、概要版２ページをご覧ください。第２、東京が目指すべ

き将来像についてご説明させていただきます。  

 第２、東京が目指すべき将来像では、 １の世界から選択される

都市の実現に向けて、東京の都市構造、及び２の人が輝く都市、

東京に向けて、地域区分ごとの将来像について定めております。  

 １の世界から選択される都市の実現に向けて、東京の都市構造

につきましては、広域には概成する環状メガロポリス構造をさら

に進化させ、交流・連携・挑戦の都市構造を実現するため、イノ

ベーションの源泉となる挑戦の場を創出することとしています。  

 また、おおむね環状７号線外側の地域において、集約型の地域

構造へ再編するため、地域特性に応じた拠点を育成することとし

ています。  

 拠点ネットワークの強化とみどりの充実では、各地域が競いな

がら新たな価値を創造することや、都内全域でみどりの量的な底

上げと質の向上を推進することとしています。  

 ２の人が輝く都市、東京に向けて、地域区分ごとの将来像につ

きましては、都市づくりのグランドデザインで示した ４つの地域

区分及び２つのゾーンに基づき、それぞれの誘導の方向と将来像

を踏まえた都市づくりを進めていくこととしています。  

 資料右下の図をご覧ください。府中市は ＪＲ武蔵野線以東の新

都市生活創造域と、ＪＲ武蔵野線以西の多摩広域拠点域に属して
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おります。新都市生活創造域は、駅などを中心に機能を 集約した

拠点が形成され、快適な住環境が再生・創出されている地域、多

摩広域拠点域は、道路・交通ネットワークの結節点において業務・

商業機能が集積した拠点が形成され、他の広域拠点や都市圏との

交流が活発に行われている地域と位置付けられております。  

 次に、第３の東京の都市づくりの枠組み、区域区分の有無 及び

区域区分を定める際の方針についてご説明させていただきます。  

 区部、多摩部とも原則として現在の区域区分から変更しない方

針としています。なお区域区分とは、市街化区域と市街化調整区

域を区分する、いわゆる線引きのことでございます。  

 続きまして、概要版３ページをご覧ください。  

 第４、主要な都市計画の決定の方針でございます。東京が目指

すべき将来像を実現するための主要な都市計画の決定方針を定め

ているものでございます。１の「多様な住まい方・働き方を支え

る都市づくり」では、市街化区域内の農地について、田園住居地

域の指定や生産緑地制度等を活用することや、都市開発諸制度等

を活用し、地域にふさわしい用途の導入や多様な機能集積を誘導

することなど、７つの方針を定めております。  

 ２の「ゆとりある回遊性を支える都市施設」では、働き方改革

と連携したオフピーク通勤促進の取り組みや、自転車ネットワー

ク化を進めるとともに、駐輪場の整備などにより利用環境を充実

することなど、８つの方針を定めております。  

 ３の「人が集まり、交流する、魅力と活力あふれる拠点形成」

では、エリアマネジメントの普及を促進し、まちの魅力や防災性
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を向上することを方針として定めております。  

 ４の「激甚災害にも負けない東京」では、木造住宅密集地域の

基盤整備や環境改善など、民間活力を生かした整備を促進するこ

となど、４つの方針を定めております。  

 ５の「緑と水の潤いある都市の構築」では、広域に連続し、み

どりの骨格を形成する崖線や河川、用水沿いなどにおいて、みど

りの連続性を確保する公園・緑地を配置することなど、 ４つの方

針を定めております。  

 ６の「四季折々の美しい景観形成」では、都市再生が進む地域

では、新たな個性や魅力ある景観を創出することなど 、２つの方

針を定めております。  

 続きまして４ページをご覧ください。左上の「参考附図－４」、

中核的な拠点等のイメージをご覧ください。申し訳ありません、

図が小さくて見づらいのですが、図の中央左側にございます府中

は、「枢要な地域の拠点」、分倍河原は「地域の拠点」にそれぞれ

位置付けられています。「枢要な地域の拠点」とは、地域の拠点の

うち、鉄道乗車人員が特に多い駅周辺で、区市町村マスタープラ

ンにおいて重要な位置付けがある拠点とされています。「地域の拠

点」は、従来の生活拠点等、鉄道乗車人員の多い駅周辺、まちづ

くりの取組熟度が高い、拠点的な地区を位置付けております。  

 それでは、都市計画案の本文を用いまして、本市の該当箇所を

中心にご説明させていただきます。  

 計画案の７５ページをご覧ください。本市のＪＲ武蔵野線以東

に位置する「新都市生活創造域」として、 ９地区の将来像を掲げ



17 

 

ております。  

 はじめに、府中につきましては、現行では、府中と府中本町を

分けて記載しておりましたが、一体の拠点「府中」としておりま

す。府中駅周辺では、ゆとりとにぎわいのある枢要な地域の拠点

を形成、府中本町駅周辺では、歴史とみどりの調和した魅力的な

市街地を形成することとしています。  

 一体の拠点とした理由でございますが、中心市街地活性化基本

計画において、中心市街地区域とされ、市民生活や経済活動の中

心的なエリアであるため、両駅周辺を一体的に中心拠点 として位

置付けております。  

 また、改定作業中の府中市都市計画に関する基本的な方針にお

いても、上位計画であるこの当該都市計画案に即し、府中駅と府

中本町駅を一体の拠点として位置付ける予定です。  

 次に、東府中につきましては、鉄道沿線のまちづくりと連携し

た連続立体化を見据えながら、にぎわいのある利便性の高い快適

な生活の中心地を形成することとしています。  

 次に、多磨につきましては、みどりと良好な景観に恵まれた、

魅力ある利便性の高い生活の中心地を形成することとしています。 

 次に、多磨霊園につきましては、商業、居住機能などが調和し

た落ち着きのある利便性の高い生活の中心地を形成することとし

ています。  

 次に、是政につきましては、多摩川や緑道などの水辺とみどり

に恵まれた周辺環境を生かした、快適で魅力的な生活の中心地を

形成することとしています。  
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 次に、白糸台・武蔵野台につきましては、両駅間のアクセス性

を改善することにより、利便性の高い生活の中心地を形成するこ

ととしています。  

 ７６ページをお開きください。北府中につきましては、現計画

には位置付けされていませんでしたが、改定作業中の 府中市都市

計画に関する基本的な方針において、日常生活拠点として位置付

ける予定のため、追加されたものでございます。生活サービス、

居住機能などが集積した落ち着きある利便性の高い生活の中心地

を形成することとしています。  

 次に、多摩メディカルキャンパスにつきましても、現計画には

位置付けされていませんでしたが、北府中と同様に新たに追加さ

れたものでございます。高次な医療・福祉機能を中心とし、商業、

居住機能などが集積した利便性の高い生活の中心地を形成するこ

ととしています。  

 最後に、府中基地跡地につきましては、本年 ２月に策定した府

中基地跡地留保地利用計画を反映し、市の新たな魅力を創出する

生活の中心地を形成することとしています。  

 次に８７ページをお開きください。  

 本市のＪＲ武蔵野線以西に位置する「多摩広域拠点域」として、

３地区の将来像を掲げております。  

 はじめに分倍河原につきましては、駅周辺の事業計画の進ちょ

くとの整合を図り、拠点機能が充実した利便性の高いにぎわいと

活力のある地域の拠点を形成することとしています。  

 次に、中河原につきましては、利便性や回遊性の高い拠点の形
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成を図るとともに、多摩川や緑道など、周辺環境を生かした快適

でにぎわいのある生活の中心地を形成することとしています。  

 最後に西府につきましては、居住機能と調和したみどり豊かで、

にぎわいのある魅力的な生活の中心地を形成することとしていま

す。  

【計画課長補佐】  議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長補佐】  ただ今ご説明いたしました、本都市計画の変

更に伴う市の意見でございますが、この都市計画案は、経済情勢

の変化、また、今日の社会環境に対応したものと捉えております。  

また、現在改定作業中の府中市都市計画マスタープランの内容

は、この都市計画区域マスタープランに整合させるよう改定して

いく予定でございます。  

 従いまして、本議案は、東京都からの本都市計画案に対する意

見照会に対し、本市の意見は、「都市計画案のとおりで異議ありま

せん」と回答いたしたく、お諮りするものでございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださ

いますよう、お願いいたします。  

【議長】  ありがとうございました。ただ今、第２号議案につき

まして説明が終わりました。それでは、これより審議に入りたい

と思います。委員の皆さま方からご質問 やご意見はございますで

しょうか。  

（しばらく待つ）  

【議長】 ご質問やご意見ないようですので、本件につきまして、
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議案どおり決するということでよろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  異議なしということで、第２号議案「多摩部１９都市

計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に伴う市の

意見」について、議案のとおり決することにします。大変ありが

とうございます。  

 では引き続き進めていきたいと思います。日程第 ３、第３号議

案「府中都市計画都市再開発の方針の変更に伴う市の意見」を議

題といたしたいと存じます。議案の説明をお願いします 。  

【計画課長補佐】  はい、議長。  

 それでは、ただ今議題となりました第 ３号議案「府中都市計画

都市再開発の方針の変更に伴う市の意見」につきまして、ご説明

させていただきます。  

 本件につきましては、東京都が決定する都市計画について、都

市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第

１項の規定に基づき、本年１１月１３日付で、東京都から計画案

について意見照会がございましたので、お諮りするものでござい

ます。  

 現行の府中都市計画都市再開発の方針は、平成２７年３月に変

更されましたが、その後に策定された「未来の東京」戦略ビジョ

ン、「都市づくりのグランドデザイン」及び先ほどご審議いただき

ました、第２号議案の「都市計画区域の整備、開発 及び保全の方

針」と整合を図り、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図るた

め、都市計画変更するものでございます。  
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 なお、本都市計画案につきましては、令和元年１２月１２日付

で東京都より原案資料の作成依頼を受け、本年 ３月９日開催の本

審議会にお諮りし、了承いただきました原案を基に原案資料を東

京都に提出いたしました。  

 本年３月９日に開催した本審議会以降の経過につきましては、

都市計画法第１６条の規定に基づく東京都原案に関する公聴会の

開催にあたり、本年７月に東京都及び本市において、東京都原案

を縦覧に供したところ、本市では１名の縦覧がありましたが、公

述の申し出はありませんでした。  

 なお、多摩部の市民の方から公述の申し出はなかったため、 府

中市が対象となる会場での東京都主催の公聴会は中止となってお

ります。  

 現在、東京都及び本市において、１２月２日から１２月１６日

までの２週間、都市計画法第１７条第１項の規定に基づき、本都

市計画案を縦覧に供しております。 １２月９日時点での縦覧者は

１名でございます。  

 今後の予定といたしましては、令和３年２月３日開催予定の東

京都都市計画審議会の議を経た後に、東京都において都市計画決

定し、本年度末に告示される予定でございます。  

 それでは、都市計画案につきまして、担当よりご説明させてい

ただきます。  

【都市計画担当主査】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【都市計画担当主査】 それでは、「府中都市計画都市再開発の方
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針の変更に伴う市の意見」につきまして、お手元の資料に基づき

ご説明させていただきます。資料につきましては、右上にインデ

ックスを付けておりますが、計画案 及び原案からの変更箇所を添

付しております。  

 はじめに、本年３月９日開催の本審議会にお諮りした際に、い

ただいたご意見の中で、再度ご検討とさせていただいた内容が ２

点ございましたので、報告させていただきます。  

 計画案の７０ページをご覧ください。  

 １点目は、左側下段に記載があります、 ２、都市再開発の施策

の方向の（１）拠点の整備で、分倍河原駅周辺地区 及び多磨駅等

の周辺地区について、でございます。交通に関する表現で、それ

ぞれ「交通基盤の整備を図る」と「交通結節機能の向上による」

と記載しており、整合が取れておりませんでした。こちらにつき

ましては、東京都と調整し、「交通結節機能の向上を図る」という

表現に統一し、修正しております。  

 ２点目のご意見になります。府中市新庁舎の表現を、まちづく

りの計画に記載したほうが良いのではないかというご意見をいた

だいておりました。こちらにつきましては、東京都との協議の結

果、本都市計画は東京都が決定する広域的な観点で定める都市計

画の方針であることから、府中市新庁舎など具体的な施設名は記

載しないこととしました。  

 なお、本市の都市計画に関する方針である府中市都市計画に関

する基本的な方針に、府中市新庁舎に関する文言を記載させてい

ただきたいと考えております。  



23 

 

 続きまして、東京都が原案から変更した箇所がございますので、

ご説明させていただきます。  

 インデックスの原案からの変更箇所のページをお開きください。

こちらの資料の２ページから５ページまでが府中市に該当するペ

ージを抜粋したものでございます。赤色の文字で記載されている

部分が原案から追記されたものでございます。内容につきまして

は、持続可能な都市づくりや、新型コロナ危機を契機とした都市

づくりの観点から変更されたものとなっております。こちらは東

京都が今般の新型コロナウイルス感染症に伴う社会状況の変化を

踏まえ、各方面の有識者から都市づくりの方向性について意見を

伺い、ＩＣＴの活用や新たな感染症への対応など、原案から変更

しているものでございます。  

【計画課長補佐】  議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長補佐】  ただ今ご説明いたしました、本都市計画の変

更に伴う市の意見でございますが、この都市計画案は、経済情勢

の変化、また、今日の社会環境に対応したものと捉えております。  

また、本市の都市計画を決定するにあたっては、上位計画であ

るこの都市計画案に即して決定することで異議はないものと考え

ます。従いまして、府中都市計画都市再開発の方針の変更に伴う

市の意見は、「都市計画案のとおりで異議ありません」と回答いた

したく、お諮りするものでございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださ

いますようお願いいたします。  
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【議長】  ありがとうございました。ただ今、議案の説明が 終わ

りました。この議案につきまして、これよりご質問 やご意見を承

りたいと思います。委員の皆さまから何かございましたら、 よろ

しくお願いします。  

（しばらく待つ）  

【議長】  ご質問やご意見はありませんでしょうか。ないようで

すので、この件につきましては原案どおり可決ということで、よ

ろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  ありがとうございます。異議なしということで、本件

の議案につきましては可決させていただきたいと思います。  

大変ありがとうございました。  

 では、続きまして、日程第４、報告事項でございます。「府中市

都市計画に関する基本的な方針素案」について、事務局から報告

をお願いいたします。  

【計画課長補佐】 それでは、日程第４、「府中市都市計画に関す

る基本的な方針素案」につきましてご報告いたします。  

 本計画につきましては、平成２７年度から２８年度にかけて、

現行の計画の評価及び改定に向けた方向性を整理し、平成 ２９年

度以降は、都市計画審議会の下部組織である「都市計画マスター

プラン改定検討部会」や、地域の代表の方々との「まちづくりに

関する意見交換会」などにおいて、ご意見を伺い、改定作業を進

めてまいりました。改定時期につきましては、当初、令和 ２年度

末の改定予定で進めておりましたが、新型コロナウイルス感染症
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拡大の影響もあり、改定時期を半年延伸し、令和３年１０月に改

定する予定で進めております。  

 令和元年１１月２０日に開催の本審議会にご報告させていただ

きました改定骨子案を基に素案がまとまりましたので、ご報告を

させていただくものでございます。  

 それでは、詳細につきまして、担当よりご説明させていただき

ます。  

【都市計画担当主査】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【都市計画担当主査】 それでは、「府中市都市計画に関する基本

的な方針素案」につきまして、ご説明いたします。  

 お手元の資料で別冊になっている赤インデックスの報告と書い

てある資料をご覧ください。３枚目に目次があります。この目次

で全体の構成をご説明いたします。はじめに序章があり、改定の

目的などを示しております。  

 次に、第１章では、さまざまなデータを用いまして、府中市の

現状と課題をまとめております。  

 次に、第２章では、まちづくり方針として市全体の都市計画に

関する方針を示しております。  

 次に、第３章では、地域別まちづくり方針として、市内を ８つ

の地域に分け、それぞれの地域の方針を示しております。  

 次のページをご覧ください。下段になります、第 ４章です。第

４章では、まちづくりの実施方針といたしまして、方針をどう進

めていくかについて示しております。以上が構成の説明でござい
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ます。  

 続きまして、本編をご説明いたします。まず、序章の「府中市

都市計画に関する基本的な方針の改定にあたって」につきまして

ご説明いたします。  

 ２ページをご覧ください。ここでは、改定の背景と目的につい

て記載しております。２段落目をご覧ください。国においては、

都市の国際競争力の強化や人口減少時代のコンパクトな都市づく

り、社会資本の長寿命化と有効活用の推進等を図るため、都市計

画法や都市再生特別措置法等の改正により、新たな制度が創設さ

れています。  

 東京都におきましては、都市づくりのグランドデザインの策定、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の改定をはじめ、東京

における都市計画道路の整備方針、第４次事業化計画の策定等が

行われました。本市におきましては、都市計画マスタープランの

改定後、おおむね１０年が経過し、本計画を取り巻くこうした新

たな動きに対応するため、都市計画マスタープランの見直しを行

うこととしました。  

 ４ページをお開きください。ここでは、位置付けと役割につい

て記載しております。  

 都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２の規定に

基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、「府中

市総合計画」及び「都市づくりのグランドデザイン」や「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」といった上位計画に即して

策定するものであり、府中市の都市整備の方向性を示す基本計画
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としての位置付けや、府中市のまちづくりにおける都市計画マス

タープランの役割を示しております。  

 ６ページをご覧ください。ここでは、改定の基本的な考え方に

つきまして記載しております。（１）といたしまして、計画の目標

時期につきましては、おおむね２０年後を見据えた計画であり、

改定にあたっては令和２３年度を目標とする計画としております。

将来人口につきましては、府中市総合計画におきまして、令和３

年度に約２６万人と見込まれており、令和１２年度前後をピーク

に減少に転じると予想しております。  

 また、平成２７年度に策定いたしました「人口ビジョンまち・

ひと・しごと創生総合戦略」では、長期的な目標として、令和 ２

２年度時点で人口２５万５，０００人、合計特殊出生率１．５０

の確保を定めております。本計画では、これらの将来人口の予測

を前提とし、人口構造の変化によって生じる課題への対応を考慮

した計画とすることを示しております。  

 ７ページに移ります。（２）といたしまして、都市計画マスター

プランの構成を示しております。  

 ８ページをお開きください。（３）といたしまして、改定のポイ

ントについてご説明いたします。はじめに、「①要素別・分野別か

らテーマ別まちづくり方針へ転換」でございます。複数の分野に

またがった課題を解決するために、要素別・分野別からテーマ別

へと再構成し、基本目標の実現に向けたまちづくり方針としてお

ります。  

 次に「②震災、水害、土砂災害等の災害対策への対応」でござ
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いますが、従来では想定できない規模の災害が全国的に発生して

いることから、災害に対応できるまちづくりの方針を策定してお

ります。  

 次に「③社会情勢や新技術への対応」でございますが、 ＩＣＴ

等の新技術を積極的に活用したまちづくりを目指すものとしてお

ります。  

 最後に「④地域の特性を生かした地域の将来像や身近なまちづ

くりへ特化」でございますが、各地域での共通事項を全体構想へ

移行し、地域別まちづくり方針を地域特性や地域で重視するまち

づくりに特化した方針としております。  

 続きまして１０ページをご覧ください。  

 １０ページから２６ページにかけまして、第１章「府中市の現

状と課題」といたしております。１０ページは、「１  府中市の都

市形成の経緯」、１１ページは、「２  広域的な府中市の特性」、１

２ページから２４ページまでは、「３  府中市の現状」、ページ飛

びまして２５ページになります。２５ページは、「４  まちづくり

の主要課題」をそれぞれ記載しております。この章におきまして、

府中市の現状や特性を把握し、まちづくり方針につながる課題を

分析しております。  

 続きまして、２９ページをお開きください。２９ページからは、

第２章、まちづくり方針、全体構想を記載しております。「 １  将

来都市像」でございますが、都市計画マスタープラン は、都市計

画法第１８条の２の規定に基づき、「府中市総合計画」及び「都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの上位計画に即し、
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定めることとされていることから、将来都市像につきましては、

府中市総合計画で示された都市像を踏まえ、設定するものとして

おります。現行の府中市総合計画は、第 ６次府中市総合計画後期

基本計画となりますが、この府中市総合計画も現在、第 ７次総合

計画の策定に向けて進めており、来年度末の策定予定となってお

ります。  

 そのため、現段階においては、現行の第 ６次府中市総合計画の

将来都市像を記載しておりますが、今後、第７次府中市総合計画

で示される都市像に即した表現に修正していくこととしておりま

す。  

 ３０ページをご覧ください。「２  基本目標」でございますが、

将来都市像を実現するため、現状と課題から抽出した ８つの主要

課題から５つの基本目標を設定いたしました。基本目標１は、に

ぎわいと活力のあるまちづくり、基本目標 ２は、誰もが快適に移

動できるまちづくり、基本目標３は、水と緑・環境と共生するま

ちづくり、基本目標４は、魅力ある住環境を維持するまちづくり、

基本目標５は、安全・安心のまちづくり、この ５つの目標を実現

するため、土地利用方針及び５つのテーマ別のまちづくり方針を

定め、施策を展開しております。３１ページに移ります。「３  土

地利用方針」でございます。土地利用方針は、 ５つのテーマ別ま

ちづくり方針に関わる包括的な方針となっております。ゾーンの

数といたしましては、現行計画の１０ゾーンから４ゾーン増え、

１４ゾーンとなっております。  

 ３３ページをご覧ください。⑦工業維持ゾーンにつきましては、
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追加したものでございます。今後の土地利用の展開を想定して、

工業系用途の維持・保全を図る土地利用を誘導するものが「工業

維持ゾーン」となります。  

 続いて３４ページをご覧ください。土地利用転換に際して周辺

環境と調和する土地利用を誘導する⑫の「大規模土地利用誘導ゾ

ーン」が追加されております。また、都市計画道路の整備に伴い、

地域特性に応じた土地利用の検討を図る、⑬「沿道型土地利用ゾ

ーン」、それから生産緑地地区をはじめとする都市農地の保全に努

め、農業と共存した良好な低層住宅地を中心とした市街地形成を

誘導する⑭「農住共存ゾーン」、この４つのゾーンを追加しており

ます。  

 それぞれのゾーンのイメージ図を ３１ページから３４ページま

で示しております。また、３５ページは、それぞれのゾーニング

を示した土地利用方針図でございます。  

 続いて３７ページをお開きください。ここからは、テーマ別ま

ち づ く り 方 針 に つ き ま し て 示 し て お り ま す 。 １ つ 目 の テ ー マ の

「（１）にぎわいと活力のあるまちづくり方針」につきまして、基

本的な考え方と拠点の特性を記載いたしました。  

 ３８ページをお開きください。「１）にぎわいのある拠点市街地

の形成」といたしまして、各拠点におけるにぎわいのある拠点市

街地の形成に向けた方針や、３９ページに移りまして、「２）にぎ

わいのある商店街の育成」、「３）ものづくり産業の立地環境の維

持・強化」、「４）都市農業を生かしたまちづくり」、「 ５）歴史や

文化を観光に生かしたまちづくり」。４０ページに移ります。「６）
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公共公益施設の最適化」に向けた方針につきまして、それぞれ記

載しております。  

 ４１ページをご覧ください。こちらは、にぎわいと活力のある

まちづくり方針図でございます。にぎわいのある拠点市街地の形

成に関わる拠点などを示しております。  

 次に４３ページをお開きください。２つ目のテーマである「（２）

誰もが快適に移動できるまちづくり方針」について、基本的な考

え方を記載いたしました。下の図は、道路 及び公共交通ネットワ

ークを階層的に示した概念図でございます。  

 ４４ページをお開きください。「１）幹線道路ネットワークの充

実」、「２）安全で快適な生活道路環境の形成」。  

 ４５ページに移りまして、「３）公共交通ネットワークの維持・

充実」では、先ほど改定のポイントとしてご説明した、 ＩＣＴ等

の新技術として、ＭａａＳなどの記述や、４６ページに移りまし

て、「４）交通結節点機能の充実」、「５）交通バリアフリーの推進」

に向けた方針につきまして、それぞれ記 載しております。  

 ４７ページをご覧ください。こちらは、誰もが快適に移動でき

るまちづくり方針図でございます。幹線道路ネットワークの充実

に関わる都市計画道路等の広域連携軸や、公共交通のネットワー

クの維持・充実に関わる鉄道軸などを示しております。  

 次に、４９ページをお開きください。３つ目のテーマである「（３）

水と緑・環境と共生するまちづくり方針」について、基本的な考

え方を記載するとともに、「１）公園・緑地等の整備及び有効活用」、

「２）水と緑のネットワーク形成」。５０ページ、５１ページに移
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りまして、「３）緑のまちづくり、緑の保全と創出」、「４）環境共

生のまちづくり」に向けた方針につきまして、それぞれ記載して

おります。  

 ５３ページをお開きください。こちらは、水と緑・環境と共生

するまちづくり方針図でございます。緑の基本計画 ２０２０にお

いて位置付けされております水と緑のネットワーク形成に関わる

緑の拠点や軸などを示しております。  

 次に、５５ページをお開きください。４つ目のテーマである「（４）

魅力ある住環境を維持するまちづくり方針」につきまして、基本

的な考え方を記載するとともに、「１）住環境に配慮したまちづく

り」、５６ページ、５７ページに移りまして、「２）身近な暮らし

を支えるまちづくり」、「３）ユニバーサルデザインによるまちづ

くり」、「４）健康づくりを目指したまちづくり」、「 ５）魅力ある

都市景観の形成」に向けた方針につきまして、それぞれ記載して

おります。  

 ５９ページをお開きください。こちらは、魅力ある住環境を維

持するまちづくり方針図でございます。魅力ある都市景観の形成

に関わる景観形成推進地区などを示しております。  

 次に、６１ページをお開きください。５つ目のテーマである「（５）

安全・安心のまちづくり方針」について、基本 的な考え方を記載

するとともに、災害対策をより一層強化するため、「 １）震災に強

いまちづくり」、６２ページ、６３ページに移りまして、「２）水

害対策の推進」、「３）土砂災害対策の推進」、「４）震災後の復旧・

復興」、「５）災害時の共助の体制づくり」、「６）避難場所・避難
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所機能の充実」、「７）日常の安全・安心の確保」に向けた方針に

つきまして、それぞれ記載しております。  

 ６５ページをお開きください。こちらは安心・安全のまちづく

り方針図でございます。震災に強いまちづくりに関わる延焼遮断

帯、水害対策の推進に関わる浸水想定区域などを示しております。 

 次に、６７ページから２１７ページにかけましては、第３章、

地域別まちづくり方針、地域別構想について記載しております。

地域別まちづくり方針は、平成２２年の都市計画マスタープラン

改定時に追加されたものでございます。  

 今回の改定にあたりましては、まちづくり方針を ５つのテーマ

別に再編集するとともに、地域特性や地域で重視するまちづくり

に特化した記載としております。  

 ６８ページ、６９ページをお開きください。「１  地域別まちづ

くり方針の目的」では、市民の日常生活圏におけるまちづくりの

方針を示すとともに、地域ごとの具体的な都市施設の整備方針や、

まちづくりの取り組み方針を示す地域別まちづくり方針は、地域

の現況や課題、全体構想により導かれる地域の個別方針を市民の

身近な生活空間の形成方針として明示することを目的として記載

しております。  

 「２  地域別まちづくり方針の地域区分と改定方法」では、地

域区分につきましては、現行の計画と同様の区分とし、鉄道駅の

利用状況や文化センター圏域等を踏まえて設定しております。ま

た、改定方法につきましては、各地域の団体の代表者による「ま

ちづくりに関する意見交換会」を開催し 、意見交換会での意見を
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基に関係機関との調整を行い、取りまとめていることを記載して

おります。  

 ７１ページ以降は、各地域の内容となります。第 １地域から第

８地域まで、それぞれ同じ構成となりますので、７１ページから

記載しております第１地域を例として、構成と概要につきまして

ご説明いたします。  

 第１地域の７２ページをご覧ください。７２ページから７５ペ

ージにかけましては、「１  地域の現状・動向」といたしまして、

「（１）地域の概況」、「（２）人口・世帯の現況・動向」、「（３）土

地利用の現況・動向」、７４ページに飛びまして、「（４）まちづく

りの主な動向」、「（５）まちづくりの主な課題」につきまして、記

載しております。この項目では、地域別まちづくり方針の前に、

地域の現況、動向や課題などを整理しております。  

 ７６ページをお開きください。こちらは、まちづくりの実績図

でございます。府中市都市計画に関する基本的な方針を策定した

平成１４年度から令和元年度までの都市計画道路の整備状況や、

大規模開発事業の土地利用調整の実績、地区計画等の策定状況を

記載しております。  

 ７７ページに移りまして、こちらは地域の将来像 及びまちづく

りの目標を記載しております。まちづくりの目標につきましては、

現行の計画と同様となっております。  

 ７８ページをご覧ください。ここからは、まちづくり方針を ５

つのテーマ別に示しております。「（１）にぎわいと活力のあるま

ちづくり」では、駅周辺の商業等の活性化といたしまして、多磨
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駅、武蔵野台駅や白糸台駅につきまして、また、調布基地跡地の

土地利用といたしまして、都市整備用地や下水処理場用地の利用

方針を記載しております。  

 ７９ページに移りまして、こちらは第 １地域の「にぎわいと活

力のあるまちづくり方針図」で、地域内の 土地利用方針や都市計

画道路等を示しております。  

 ８０ページ、８１ページをお開きください。「（２）誰もが快適

に移動できるまちづくり」では、都市計画道路の整備推進や生活

道路の改善整備、道路のバリアフリー化などにつきまして記載し

ております。  

 ８２ページをお開きください。こちらは第１地域の「誰もが快

適に移動できるまちづくり方針図」で、地域内のバリアフリーに

配慮した整備検討路線や生活道路整備検討路線などを示しており

ます。  

 ８３ページに移りまして、「（３）水と緑・環境と共生するまち

づくり」では、公園周辺の緑の拠点の形成や、府中崖線周辺の水

と緑の軸の形成、８４ページに移りまして、農地の保全・活用な

どにつきまして記載しております。  

 ８５ページ移りまして、こちらが第１地域の「水と緑・環境と

共生するまちづくり方針図」です。こちらは地域内の緑の拠点や

都市公園・緑地などを示しております。  

 ８６ページをお開きください。「（４）魅力ある住環境を維持す

るまちづくり」では、農を生かしたまちづくりの検討、浅間山の

自然環境と調和したまちづくりなどにつきまして記載しておりま
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す。  

 ８７ページに移りまして、「（５）安全・安心のまちづくり」で

は、木造住宅市街地の防災性の向上、土砂災害対策の推進や、防

犯まちづくりの促進などにつきまして記載しております。  

 ８８ページをご覧ください。こちらは第 １地域の「安全・安心

のまちづくり方針図」で、地域内の火災の危険が心配されるとこ

ろや、家屋倒壊等氾濫想定区域等を示しております。  

 ８９ページに移りまして、「４  重点的な取り組み」を記載して

おります。現行の計画からの時点修正とともに、多摩川沿いの地

域におきましては、水害対策につきまして記述しております 。こ

こまでが地域別まちづくり方針の第 １地域の内容でございます。

他の地域も、このような構成となっておりまして、 ２１７ページ

までに記載のとおり、全８地域ございます。  

 最後に第４章「まちづくりの実施方針」につきましてご説明い

たします。  

 ２２０ページをご覧ください。「１  まちづくりの進め方」では、

「（１）市民・事業者・市の協働のまちづくり」、「（ ２）地域の特

性を踏まえた市民主体の詳細なルールづくりの推進」、「（ ３）地域

の特性を踏まえた良好な開発事業の誘導」。２２１ページに移りま

して「（４）市民との協働推進のための仕組みの充実」につきまし

て、それぞれ実施方針を記載しております。  

 ２２３ページをお開きください。「２  効率的・効果的なまちづ

くりの推進」では、「（１）総合的なまちづくり施策の推進」の中

で、改定のポイントである新技術への対応として、「（ ３）社会情
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勢の変化・技術革新への対応」について記載するとともに、 ２２

４ページに移りまして「（２）都市計画手法等の活用」、２２７ペ

ージに移りまして、「（３）公共施設・インフラマネジメント」に

つきまして、それぞれ実施方針を記載しております。  

 ２２８ページをお開きください。「３  都市計画マスタープラン

の見直し・評価」では、「（１）ＰＤＣＡサイクルによる継続的改

善」といたしまして、総合計画に位置付けられている施策や事業

を各個別施策により実施し、評価、検討をした結果を基に社会、

経済の変化に合わせて本計画の柔軟な見直しを検討することとし

ています。  

 以上が府中市都市計画に関する基本的な方針素案の内容でござ

います。  

 続きまして、今後のスケジュールにつきましてご説明いたしま

す。本審議会の後、令和３年１月に市民の皆さまに素案を提示さ

せていただくため、オープンハウスを実施し、市民の皆さまから

の意見等を反映させていく予定でございます。その後、次回の都

市計画審議会におきまして、改定案を報告させていただく予定で

ございます。  

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。  

【議長】  ありがとうございました。  今日は報告事項というこ

とで、各地域の委員さんもおいでいただけていますので、何か感

想等があれば聞かせていただければと思います。何かありますか。 

【○○委員】  いいですか。  

【議長】  はい、どうぞ。  
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【○○委員】まず１点、４５ページになりますけれども、コミュ

ニティバスの運行を図るために収入確保策を検討しますと書いて

ありまして、２５ページの主要課題のほうにも収入確保という文

言入っているんですけれども、これはコミュニティバスの収入確

保策として運賃の値上げを含むと考えてよろしいんでしょうか。  

【議長】  どうぞ答えてください。  

【交通企画担当主幹】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【交通企画担当主幹】  今のご質問でございますけれども、今、

コミュニティバスの課題といたしましては、市の財政負担という

ところもございますので、収入確保策につきましては、広告料収

入というのもございますけれども、運賃の見直しというのも課題

として捉えております。以上でございます。  

【議長】  よろしいですか。  

【○○委員】  はい。ありがとうございます。  

【議長】  ○○委員、どうぞ。  

【○○委員】  ご指名ありがとうございます。市議会議員の ○○

でございます。長い時間をかけて説明いただきありがとうござい

ます。恐らく現在のマスタープランを基に、それぞれの地域の課

題を積み上げて、その課題の解決に向けて、東京都のマスタープ

ランや府中市総合計画との整合性も見ながら作り上げてください

まして、本当にありがとうございます。大変だったと思いますけ

れども、まず、感謝申しあげたいと思います。  

 その上で、今回の改定につきましては、令和 ３年１０月改定の



39 

 

予定だということで伺いました。それで、改定の背景のところで、

現在のマスタープランの改定からおおむね１０年が経過したとい

うことで、今回、作ってきていただいていると思うんですが、こ

の計画が今度は、先ほど東京都のマスタープランについては、 ２

０４０年に向けてという、２０年の計画が示されているんですが、

今回の府中市都市計画マスタープランについては、おおむねどの

ぐらいの期間、いつまでというような目標を示していくのかどう

か、そのあたりの期間的な目標設定や考え方があれば教えてくだ

さい。あと、そのようなことが明記されてなくていいのかなとい

うことが単純に感じたところでございます。とりあえずその１点

についてお願いします。  

【議長】  お願いします。  

【計画課長補佐】  はい、議長。今回ご報告させていただきまし

た府中市都市計画マスタープランにつきましては、 先ほど委員か

らもお話がございました区域マスタープランとの整合を図る もの

としております。従いまして、都市計画マスタープランの計画期

間につきましては、２０年後を見据えた計画としておりまして、

令和２３年度を目標としておる計画でございます。以上でござい

ます。  

【計画課長】  議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長】  実はご指摘のところについては、６ページの冒頭

に記載させていただいていますが、もう少し書き方を工夫して、

目標がいつかというのを分かりやすく記載させていただこうと思
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います。以上です。  

【議長】  ○○委員、どうぞ。  

【○○委員】  ありがとうございます。すいません、そこのとこ

ろを読み飛ばしておりました。よく分かりました。２０年という

非常に長い期間の計画になるかと思います 。そうすると社会情勢

もさまざまな変化をしていくかと思うんですが、そのあたりの変

化に対する対応は、どのように考えていかれるのかということを

お聞きしたいということが１つです。  

 それとピンポイントな質問で大変恐縮ですが、第 １地域のとこ

ろで、これは東京都のプランにも書かれていましたし、今回のマ

スタープランにも西武多摩川線の白糸台駅と京王線の武蔵野台駅

のアクセスの改善というようなことが随所に書かれている のです

が、恐らく全くできないことをマスタープランには書かれてない

でしょうから、もしイメージがあれば、今の段階で分かっている

範囲で結構ですので教えていただきたいと思います。 ２点につい

てお願いします。  

【議長】２点、白糸台駅と武蔵野台駅については、今分かってい

る範囲でお願いします。  

【計画課長】  議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長】  ２点のご質問についてですが、１点目の変化に対

応するということにつきましては、計画期間としては ２０年と定

めておりますが、当然社会、経済状況の変化ですとか、あるいは

上位計画の変更など、さまざまな変化の中で、２０年間ずっと継
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続してくということではなくて、必要に応じて随時、見直してい

くと考えております。  

 それから２点目の白糸台駅、武蔵野台駅の改善の件ですが、こ

ちらにつきましては、毎年西武鉄道に対しまして、白糸台駅の東

口改札の設置等、改善を要望しているところでございますが、一

部、借地や地権者との関係等もありまして、滞っている状況でご

ざいますが、引き続きこの点につきましては、西武鉄道としっか

り協議していきたいと考えております。以上でございます。  

【議長】  はい、○○委員。  

【○○委員】  それぞれご答弁ありがとうございました。よく分

かりました。いずれにしても、今、府中市 は住みやすいまちとい

う言葉で評価をされています。その根底にはこうした都市計画や

まちづくりの基盤がしっかり整っているからこそ、このような評

価があるのかなと感じておりますので、これからさまざまな変化

の時代が続いていくかと思いますけれども、ぜひ自信をもっと持

っていただいて、また課題をしっかりと解決するという目標意識

を持っていただいて、引き続き、住みよいまちをつくっていただ

きたいと要望しまして、終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。  

【議長】 ありがとうございました。他にありますか。○○委員。  

【○○委員】  はい。３点質問させていただきます。まず ６ペー

ジ目ですけれども、２０年後を見据えた計画ということで、最初

に将来人口のシミュレーションが載っているんですが、ちょっと

気になるのが、２０２０年度がこの表ですと２５万８ ,０００人と
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いうことですが、もう既に今年２６万人を達成しておりますので、

ここについては変更したほうがいいなと思っております。それに

よって、このシミュレーションが変わっていくのかどうかってい

うのは確認していただきたいなと思います。  

 ２ ０年 後 の ２ ０ ４ ０ 年時 点 で 人 口 が ２ ５ .５ 万 人 と 書 い てあ り

ますので、今、人口が２６万４００人ぐらいですので、人口減少

とまでは言えず、横ばいではないかなと私は思 います。そう考え

ますと、２５ページの課題のところで、最初の人口動向で、少子

高齢、人口減少に対応した都市づくりというふうにあります。少

子高齢については、人口は横ばいだとしても、高齢者の比率が増

えるという意味において合っていると思うんですけども、減少と

まで言えるのかというのは、検討が必要かなと思います。減少と

書くのであれば、人口を今後増やしていくのか、維持するのか、

減ったままで良いとするのかをきちんと 方針化することによって、

もし増やしていくのであれば、もっと住宅を増やすとか、いろい

ろ方策が変わってくると思いますので、その点 はもう少しはっき

りさせたほうがいいかなと思いますので、検討をお願いしたいの

とその点についてのお考えを教えてください。  

【議長】  ○○委員からのご質問です。はい、どうぞ。  

【計画課長】  ご指摘の人口の件でございますが、これには さま

ざまなデータがございまして、そのデータによって若干違ってい

ます。例えば府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジ

ョンの数値ですとか、あるいは社人研の推計値による数値ですと

か、統一できてないところがありますので、ここはもう一回精査
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したいと思います。  

 実は、上位計画である東京都の区域マスタープランの想定人口

とも若干、相違しておりますので、ここはもう一回しっかり精査

させていただきたいと思います。大変申し訳ございません。  

 それと将来的な人口を維持していくのか、増やしていくのかと

いうところでございますが、ここは施策的な部分もありますが、

やはり日本は人口減少時代になっていきますので、減っていく中

でもやはり人口を維持していかないとまちづくりは成り立ってい

かないところがございますので、減少を少しでも抑えるというよ

うな形で事務局としては考えているところでございます。以上で

す。  

【議長】  ○○委員。  

【○○委員】  ありがとうございます。あともう一点お伺いした

いんですけれども、８ページ目の③のところで、「今後ＩＣＴ等の

新技術を積極的に活用したまちづくり」とあるんですが、具体的

に考えられていること、例えば自動走行を ちゅうバスに導入する

とか、何か考えていることがあって、ここに記載されているのか

どうかということを教えてください。  

【議長】  ありがとうございます。  

【計画課長】  議長。  

【議長】  はい。  

【計画課長】  具体的には、今、委員からご指摘がありましたよ

うに、自動運転は確かに一つの手法だと認識していますが、ただ、

この点についても京王バス等と議論をしていることですが、現時
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点において先行きは見えていないという現状はあります 。ただこ

の計画自体が２０年後を見据えておりますので、その辺りもしっ

かりと計画としては考えていくべきと考えております。  

以上です。  

【議長】  よろしいですか。ありがとうございます。では ○○委

員、どうぞ。  

【○○委員】  ご説明ありがとうございました。ちょっと寒すぎ

て上着を着させていただきます。申し訳ございません。  

 ピンポイントで申し訳ないんですけれども、何点か質問します。

ゾーニングのところで、一つは工業維持ゾーンの追加がありま  

したけれども、これはどういうイメージで記載されたのかなとい

うのが１点です。  

それともう一つ、３３ページですが、スポーツ・レクリエーシ

ョンゾーンのところで、郷土の森公園、市民球場、東京競馬場と

あります。  

 郷土の森については、３９ページの文化スポーツ拠点のところ

にもあるんですが、例えば多摩川の氾濫等による水害等のイメー

ジもものすごく強くて、維持というのも本当にいいのかどうかと

いう考え方もありますし、その下のにぎわい活力拠点の中で、文

化、スポーツ、府中基地跡地留保地周辺ということも追加になっ

ておりますので、それらと合わせての今後の考え方を聞きたい で

す。また、３３ページのスポーツ・レクリエーションゾーンで東

京競馬場という名称がどうして市の計画の中に入ってきているの

かというのを教えていただきたいと思います。よろしくお願いし
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ます。  

【議長】  ○○委員から質問がありました。  

【計画課長】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長】  １点目のゾーニングの工業維持ゾーンですが、こ

ちらにつきましては、もともと産業、工業系用途地域であった、

例えば多摩川の二次製品を製造していたところですが、そのよう

なところの工場が撤退してマンションになっていく。  

マンションができることによって、今度はもともとそこで工場

を営んでいた方々が騒音、振動等でマンションから苦情が来て 、

産業が維持しにくくなってくるという課題があると認識しており

ます。また、府中市内でそのような産業を維持してもらわなけれ

ばならないという認識のもと、やはり工業がこれからも繁栄して

いくようなゾーニングをしていく必要があるだろうということで、

例えばこれまでも取り組んできたところではございますが、都市

型産業専用地区を指定して、住宅を建てられないよう にし、工業

を維持してくような特別用途地区をもう少し広げていきたいと考

えているところでございます。  

 それから２点目のスポーツの拠点の話ですが、これにつきまし

ては、文化スポーツ部等ともう一回しっかり協議して 、精査させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

また、競馬場の件ですが、これは市でどうする というところは

ありませんが、こちらにつきましても、先ほど の工業と同じで特

別用途地区の娯楽・レクリエーション地区が指定されていますの
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で、位置付けをさせていただいているところでございます。以上

です。  

【○○委員】  ありがとうございました。スポーツ・レクリエー

ションについては特に機能の維持ということでありますので、 ２

０年後に本当にそこでいいのかという考え方もありますので、ぜ

ひその辺も含めて検討していただければと思います。ありがとう

ございました。  

【議長】  ありがとうございます。他にありますか。○○委員ど

うぞ。  

【○○委員】  ４ページのところですけど、各種計画ということ

で載っているわけでありまして、地域公共交通計画の検討が始ま

っています。また、アンケートもやりながら調査している最中だ

と思っております。現状、関連計画のところに載せることは今の

段階では難しいと思うんですけども、今後、このような新しく策

定される計画について、計画が策定されたときにど のように反映

していくのかというところと、本計画との整合がとれているのか

ということを、仮の話になってしまうんですが、そのあたりの考

え方というのを教えていただきたい です。あともう一点、１６６

ページの第６地域について、まちづくりの主な課題ということで、

この地域もまちづくり誘導計画の中に課題がありまして、その課

題の反映について教えていただきたいと思います。  

【議長】  ○○委員から２点質問がありました。  

【計画課長】  はい、議長。まず１点目の地域公共交通計画の関

連計画としての位置付けの考え方でございますが、委員ご指摘の
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とおり、現時点では策定がされておりませんので、この中に関連

計画という形で位置付けることっていうのは不可能なんですけれ

ども、当然、その計画が策定されれば、この関連計画の位置付け

には入ってくると考えております。  

 地域公共交通計画につきましては、やはり都市計画マスター プ

ランとの両輪の中で動かしていくことによって、コンパクトシテ

ィプラスネットワークというところでまちづくりを進めていくよ

うな、重要な計画となってまいります。現時点では策定されてお

りませんので、都市計画マスタープランに入っておりませんが、

次回の改定のときには、入ってくると考えております。以上です。  

【交通企画担当主幹】  議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【交通企画担当主幹】  今、地域公共交通計画のことが出ました

けれども、情報提供ということで、お知らせさせていただきたい

と思います。地域公共交通計画の現時点の取組み状況でございま

すが、本年度は市民アンケートを実施いたしまして、年明けに計

画策定に向けた協議会の立ち上げをする予定となっております。

令和２年度は１回、会議を開催していきたいと考えております。  

 令和３年度から令和４年度までにかけましては計画の検討、基

本的な方針、目標の設定、あるいは計画の素案、計画案の策定 な

どの手順を踏まえまして、最終的には令和 ４年度末の計画策定を

目指して取り組んでまいりたいと考えておりますので、情報提供

させていただきます。以上です。  

【計画課長】  議長。  
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【議長】  はい、どうぞ。  

【計画課長】 ２点目のまちづくり誘導計画の件でございますが、

基本的に、地域別に関しましては、市民の皆さんとのまちづくり

意見交換会での意見をベースに策定してきております。それぞれ

の地域の地区計画やまちづくり誘導計画、まちづくり方針などが

あれば、それを精査して内容に加えていくところですが、今、手

元にまちづくり誘導計画がございませんので、具体的にどこが精

査されているかということは、確認できませんので、改めて確認

して、後日ご報告させていただきたいと思います。大変申し訳ご

ざいません。  

【議長】  ○○委員、よろしいですか。  

【○○委員】 公共交通計画については、考え方は分かりました。

その時期が来れば、またこの計画に 反映していただければと思い

ますので、よろしくお願いします。それとまちづくりの主な課題

については、分かりました。よろしくお願いします。  

【議長】  ありがとうございました。他にありますか。  

【○○委員】  すいません。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【○○委員】  たびたびすいません。ちょっと要望なんですけど

も、前回、緑の基本計画のときも申しあげたんですけども、 この

マスタープランは２０年という長期計画なので、目標が検討とい

うのはどうなのかと思います。検討という表現にしなくてもいい

ようなものも安易に検討という言葉にして いるんじゃないかなと

思います。例えば１００ページを見ますと第２地域ですけれども、
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多摩川かぜのみちの安全性の検討とあるんですが、２０年の長期

計画の目標が検討ということはあり得ないので、取組みだとか、

安全性の向上という表現でいいのに、なぜ検討にしているのかな

と思いました。来年度検討だったら分かりますよ。でも２０年の

目標が検討ではどうかなと思います。  

 確かに難しいのはしょうがないと思うんですけどね。そ のよう

な表現しなくてもいいようなものまでそう しているので、要望な

んですけど、長期計画の場合は、検討をなるべく減らしたほうが

いいと思います。  

 それからすいません、もう一点、 １０５ページです。第２地域

の水害時の避難場所なんですけれども、多摩川沿いに住んでいる

人の避難所は、第四小学校なんですね。確かに崖線の上だから極

めて安全ということだと思うんですよね。ところが例えば ２３区

の下町の区は、全域が浸水地域ですから、当然、浸水地域の中に

避難場所を置いているわけです。それから多摩地域でも、狛江市

は浸水地域内の小学校が避難場所になっています。例えば浸水が

最大３メートルのところの避難場所の学校については、２階以上

を避難場所とする。それから最大浸水水位が５メートルのところ

は学校の３階以上を避難場所とするというふうにしています。押

立町のあたりから第四小学校まで２キロありますので、雨が降っ

ている中で２キロ歩くことは難しいと思います。その辺を考えて

いただきたいと思います。  

 避難場所も改めて見直したほうがいいと思います。これ は要望

です。  
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【議長】 ２点要望がございました。他に何かご質問ありますか。  

【計画課長】  議長、よろしいでしょうか。今の要望にについて

お答えします。１点目の検討という文言が多すぎるというところ、

これはもう少し精査させていただきたいと思います。  

 ２点目の避難場所の件につきましては、府中市は地域防災計画

の中でハケ上に避難することと位置付けております ので、２キロ

で避難が困難じゃないかということにつきましても、車での避難

の対応等も取っている状況でございますので、避難に関しては 、

もうハケ上に避難するということを一貫して進めているところで

ございますので、委員が要望されたような考えはないということ

をお答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。  

【議長】  他にございますか。他にないようですので、本件につ

きましては、報告了承ということでよろしいですか。  

（「異議なし」の声あり）  

【議長】  異議なしということで、報告了承ということにさせて

いただきます。  

 最後にその他につきまして事務局お願いいたします。  

【都市計画担当主査】  はい、議長。  

【議長】  はい、どうぞ。  

【都市計画担当主査】  事務局から１点、ご報告させていただき

ます。今後の都市計画審議会の開催予定についてでございます。  

次回の予定は、来年の４月下旬を予定しております。また、皆

さまには、開催通知等でお知らせしたいと思いますので、よろし
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くお願いします。以上でございます。  

【議長】  これで全ての議案を終わることになりました。大変あ

りがとうございます。特にこれから忙しい 時期になります。ぜひ

お体に気を付けていただきまして、 体調を崩さないようにお願い

したいと思います。  

 本日は長時間、大変ありがとうございました。   
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証するため、

ここに署名する。  

 

 

議   長  〇  〇   ○  ○  
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